
国立大学法人等の現状について
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Ⅰ．国立大学法人・大学共同利用機関法人
全体の概況について
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国立大学法人等の構成

（令和6年4月1日）
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障害

畜産

海洋

体育

芸術

外国語

社会

医学

工学

教員養成系

３学部

４学部

５学部

６学部

７学部以上

８２
法
人
・
８６
大
学

総
合
４７

そ
の
他
３９

北海道、東北、筑波、千葉、東京、
新潟、富山、信州、静岡、名古屋、
 京都、大阪、神戸、島根、岡山、広島、
 山口、愛媛、九州、長崎、熊本、
鹿児島、琉球

弘前、茨城、埼玉、横国、
岐阜、三重、大分、宮崎

山形、宇都宮、徳島、香川、高知、佐賀

岩手、秋田、群馬、 金沢、
福井、山梨、和歌山、鳥取

北海道教育、宮城教育、東京学芸、上越教育、愛知教育、
京都教育、大阪教育、兵庫教育、奈良教育、鳴門教育、
福岡教育

東京外国語

東京芸術

鹿屋体育

東京海洋

帯広畜産

筑波技術

お茶の水、奈良女子

政策研究、総合研究、北陸先端科学技術、奈良先端科学技術

室蘭工業、北見工業、東京農工、東京工業（※）、電気通信、
長岡技術科学、名古屋工業、豊橋技術科学、京都工芸繊維、
九州工業旭川医科、東京医科歯科（※）、

浜松医科、滋賀医科

小樽商、一橋

福島、滋賀

専門
３３

女子大学

大学院大学

国立大学等の種類・規模

東海国立大学機構
名古屋
岐阜

北海道国立大学機構
小樽商科
帯広畜産
北見工業

奈良国立大学機構
奈良教育
奈良女子

令和6年4月

大学共同利用機関法人（４法人）

人間文化研究機構（博物館等3、研究所等3） ・ 自然科学研究機構（研究所等5） ・ 高エネルギー加速器研究機構（研究所等2） ・ 情報・システム研究機構（研究所等4）
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（※）R6.10に統合、東京科学大学となる予定



○我が国の学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に
供する法人とされている。（国立大学法人法第1条）

○大学共同利用機関法人４法人のもと、１７の大学共同利用機関が設置されている。

大学共同利用機関法人について
大学共同利用機関法人とは

○個々の大学に属さない大学の共同利用の研究所（国立大学法人法により設置された、大学と等質の学術研究機関）
○個々の大学では整備できない大規模な施設・設備や大量のデータ・貴重な資料等を全国の大学の研究者に提供する
   我が国独自のシステム
○各分野の研究者コミュニティの強い要望により、国立大学の研究所の改組等により設置された経緯
○平成16年の法人化で、異なる研究者コミュニティに支えられた複数の機関が機構を構成したことにより、新たな学問領域の創成を企図

大学共同利用機関の特徴

○外部研究者が約半数を占める運営会議が人事も含め運営全般に関与
○常に研究者コミュニティ全体にとって最適な研究所であることを求められる
（自発的改革がビルトインされた組織）

○共同研究を行うに相応しい流動的な教員組織
（例：大規模な客員教員・研究員枠、准教授までは任期制、内部昇格禁止等）

大学共同利用機関の組織的特性

○大規模な施設・設備や大量の学術データ等の貴重な研究資源を全国の大学の
研究者に無償で提供

○研究課題を公募し、全国の研究者の英知を結集した共同研究を実施
○全国の大学に対する技術移転（装置開発支援、実験技術研修の開催）

○狭い専門分野に陥りがちな研究者に交流の場を提供（シンポジウム、研究会等）

○当該分野のＣＯＥとして、国際学術協定等により世界への窓口として機能
○優れた研究環境を提供し、大学院教育に貢献（大学院生の研究指導を受託、総合研究大学院大学の専攻を設置）

大学共同利用機関の取組内容

【参考：国立大学法人法】
第１条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う

                      国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。
  第２条第３項 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
第２条第４項 この法律において「大学共同利用機関」とは、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。

大学共同利用機関Ａ 大学共同利用機関Ｂ

設 置

※外部の関連研究者
の参画を法律に規定

参画 参画

研究者コミュニティ

※外部委員が
1／2程度参画

運営会議（※）運営会議

経営協議会教育研究評議会（※）役員会

大学共同利用機関法人（機構）

①研究課題の設定、②共同研究の実施方法、
③施設･設備や学術資料の整備･収集方針、
④研究者人事等について、コミュニティの意見を反映

6



平成14年10月に統合した大学 （2組4大学）
◆ 平成15年4月学生受入

○山梨大学と山梨医科大学（→山梨大学）
・医学・工学を中心とする学際領域への対応
・地域貢献（共同研究等に関する窓口の一本化）

○筑波大学と図書館情報大学（→筑波大学）
・情報系をはじめとする諸分野との融合による図書館情報学の更なる発展

平成15年10月に統合した大学 （10組20大学）
◆ 平成16年4月学生受入

○九州大学と九州芸術工科大学（→九州大学）
・工学系をはじめとする諸分野との融合による芸術工学の更なる発展

○神戸大学と神戸商船大学（→神戸大学）
・海事・海洋に関する学際領域への対応

○東京商船大学と東京水産大学（→東京海洋大学）
・「海」を基盤とする教育研究の発展

○香川大学と香川医科大学（→香川大学）
・医学・農学・工学等に関する学際領域への対応
・地域貢献（複合的な教育研究拠点として地域社会へ貢献）

○宮崎大学と宮崎医科大学（→宮崎大学）
・学際領域に属する生命科学分野に特色を持つ大学の創造
・地域貢献（地域の発展に寄与する教育研究活動を展開）

○大分大学と大分医科大学（→大分大学）
・医療・福祉等に関する学際領域への対応
・地域社会への貢献を積極的に推進

○佐賀大学と佐賀医科大学（→佐賀大学）
・医学・工学等に関する学際領域への対応
・地域密着型大学（共同研究等の推進、地域医療の充実）

○高知大学と高知医科大学（→高知大学）
・医学・理学・農学等に関する学際領域への対応
・地域社会との連携の強化

○福井大学と福井医科大学（→福井大学）
・医学・工学等に関する学際領域への対応
・地域社会への一層の貢献（教育、学術、医療の中核的拠点）

○島根大学と島根医科大学（→島根大学）
・医学、工学、生物科学等に関する学際領域への対応
・地域社会の発展に貢献（教育・研究・文化の知的拠点）

国立大学の再編・統合について
（令和６年７月）

平成17年10月に統合した大学 （1組3大学）
◆ 平成18年4月学生受入

○富山大学、富山医科薬科大学及び高岡短期大学（→富山大学）
・生命科学を中心に関連分野（医学・薬学・理工学）を融合
・科学、芸術文化と人間社会の調和的発展

平成19年10月に統合した大学 （1組2大学）
◆ 平成20年4月学生受入

○大阪大学と大阪外国語大学（→大阪大学）
・国際社会の中で日本の果たすべき役割を担い得る有用な人材を養成

令和6年10月に統合する大学 （1組2大学）
◆ 令和7年4月学生受入（予定）

○東京医科歯科大学と東京工業大学（→東京科学大学）
・「科学の進歩」と「人々の幸せ」とを探求し、社会とともに新たな価

値を創造

平成14年10月に4大学（2組）、H15年10月に20大学（10組）、H17年10月に3大学（1組）、H19年10月に2大学（1組）が統合。
（H14年4月：101大学→ H15年10月：89大学→ H17年10月：87大学→ H19年10月：86大学→R6年10月：85大学）

H14年4月 101大学

H14年10月 99大学

H15年10月 89大学

H17年10月 87大学

H19年10月 86大学

R6年10月 85大学

7



指定国立大学法人制度について

平成２９年４月、国立大学法人法の改正により、我が国の大学における教育研究水準の著しい向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が

世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を「指定国立大学法人」として指定することができる制度を創設。

１．制度の趣旨

＜指定国立大学法人に関する特例＞

○ 出資対象範囲の拡大※（大学発ベンチャー（大学の研究成果を

活用して商品等の開発・提供を行う事業者）への出資）

○ 役職員の報酬・給与等の基準の設定における国際的に卓越した

人材確保の必要性の考慮

○ 余裕金の運用の認定特例（文部科学大臣の認定不要）

○ 理事を２名まで増員可

※大学の研究成果を活用したコンサルティング会社等への出資については、

令和４年４月より全国立大学法人に対象を拡大

２．指定国立大学法人とは ３．指定の状況

指定国立大学法人の審査は、外国人有識者を含む外部有識者からなる委員

会（国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会指定国立大学法人部会）が

書面審査、ヒアリング審査及び現地視察を実施。文部科学大臣は国立大学法

人評価委員会の意見を聴いて指定。

国立大学法人東北大学（平成２９年６月３０日指定）

国立大学法人東京大学（平成２９年６月３０日指定）

国立大学法人京都大学（平成２９年６月３０日指定）

国立大学法人東京工業大学（平成３０年３月２０日指定）

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学（平成３０年３月２０日指定）

国立大学法人大阪大学（平成３０年１０月２３日指定）

国立大学法人一橋大学（令和元年９月５日指定）

＜指定の条件＞

指定国立大学法人は、国内の競争環境の枠組みから出て、国際的な

競争環境の中で、世界の有力大学と伍していく必要があるため、「研

究力」、「社会との連携」、「国際協働」の３つの領域において、既

に国内最高水準に位置していることを申請の要件として設定。

以下の項目を申請に当たって確認

【研究力】

・科学研究費助成事業の新規採択件数

・トップ10%論文の状況

【社会との連携】

・受託・共同研究収益の割合

・寄附金収益の割合

・特許権実施等収入の割合

・大学発ベンチャー設立数の割合（第４期～）

【国際協働】

・国際共著論文比率

・留学生及び日本人派遣学生の割合（学部・大学院）

・外国人教員割合（第４期～）

【第４期指定について】

国立大学法人筑波大学（令和２年１０月１５日指定）

国立大学法人東京医科歯科大学（令和２年１０月１５日指定）

国立大学法人九州大学（令和３年１１月２２日指定）

【第３期指定について】



国立

8,504 

40％公立

783 

4％

私立

12,143 

56％

（出典）文部科学省「学校基本統計」（令和５年度）より作成。

国立

86

11％

公立

102

12％
私立

622

77％

学校数
●合計810校

国立

431,207 

17％

公立

145,683 

5％

私立

2,055,885 

78％

学生数

国立

94,724 

58％
公立

11,525 

7％

私立

62,457 

36％

学士課程
●合計263万2,775人

国立

51,478 

68％

公立

5,488 

7％

私立

18,875 

25％

修士課程
●合計16万8,706人

専門職学位課程
●合計2万1,430人

博士課程
●合計7万5,841
人

国公私立大学学生数（学部、修士、博士）

⚫ 我が国の学校数は810校（うち、私立622校（76.8％））であり、学部学生数は約263万人（うち、私立約205万人（78.1％））。
⚫ 修士課程・博士課程の学生数は、国立が占める割合が高い。
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国立大学法人のガバナンスの仕組み

重要事項については
議を経て学長が決定（※）

教育研究に関する
重要事項を審議
【学内者で構成】

経営に関する
重要事項を審議

【学外者が過半数】

議長として主宰 議長として主宰

代
表
者
（
学
外
者
）

代
表
者
（
学
内
者
）

学外者と学内者同数で構成

学長選考・監察会議

基準に基づく選考・解任の申出
業務執行状況の確認

学
外
者
の
参
画

文部科学大臣 国立大学法人評価委員会

国立大学法人の
業務を監査

国立大学法人の
業務を総理

学長を補佐し、業務を掌理
（学外理事は原則二人以
上を設置義務とする）

国
立
大
学
法
人

・評価
・中期目標提示、中期計画認可
・学長、監事の任命

・中期目標原案、中期計画作成
・学長候補者の申出

学長

理事理事
（学外）

理事

経営協議会 教育研究評議会

監事

役員会

監事
（学外）

（令和４年４月以降）

※運営方針会議を設置している法人にあっては、運営方針事項（中目・中計等）について、
学長も参画する運営方針会議において決定
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中期目標の
事項

個別の中期目標 中期計画 （評価指標）

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項

○○○
(個別の中期目標)

●●
(具体的措置)

評価指標■■

評価指標■■

評価指標■■

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項

Ⅳ 自己点検・評価及び情報提供
に関する事項

Ⅴ その他業務運営に関する重要
事項

第４期中期目標期間における国立大学法人評価制度について

〇 法律で設置される国立大学法人等について、大学の教育研究の特性や自主性に配慮しつつ、必要最低限の国の関与として、
６年間の中期目標・中期計画の設定や事後的な評価等を制度化

〇 国立大学法人等評価の目的は、「国立大学法人等の継続的な質的向上」と「社会への説明責任の遂行」

国が国立大学法人等に求める役割や機能の明確化した「中期目標大綱」

を提示①し、各法人が中期目標原案を作成②
文部科学大臣が、各法人に対し６年間に達成すべき目標（中期目標）

を定め、提示③
各法人は、中期目標を達成するための計画（中期計画）を作成④し、

   文部科学大臣が認可⑤
中期計画には達成状況を検証することができる指標（評価指標）を設定
中期目標の作成及び中期計画の認可に当たっては、大学等の自主性・

   自律性を尊重

①
「
中
期
目
標
大
綱
」
を
提
示

②
中
期
目
標
原
案
を
作
成

(

大
綱
か
ら
選
択)

③
中
期
目
標
の
提
示
・
公
表

④
中
期
計
画
案
を
作
成

⑤
中
期
計
画
の
認
可
・
公
表

※文部科学大臣は、中期目標の提示、中期計画の認可に当たっては、
国立大学法人評価委員会の意見を聴く。

文部科学大臣

国立大学法人等

評価は国立大学法人評価委員会が、中期目標期間の４年目終了時及び
６年目終了時に実施
※教育研究の質の向上については、専門的な観点から評価を実施するため、

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に評価を要請し、その結果を尊重

評価指標の達成状況に重点を置いた評価の実施

業務実績評価は、各法人の自己点検・評価に基づいて実施
国立大学法人評価委員会は、各法人の自己点検・評価を検証し、中期

   計画の実施状況等に基づき、中期目標の達成状況を確認
    (法人間を相対的に比較するものではない)

中期目標・中期計画の策定 業務実績の評価

〇評価指標は、達成水準を満たすかを客観的に
３段階で判断

〇中期計画は、評価指標の達成状況に加え、
優れた実績・成果のある取組や意欲的な評価
指標の達成状況等を勘案し、５段階で判断

〇中期目標は、各中期計画の達成状況に加え、
優れた点や改善すべき点などの状況を総合的
に勘案し、６段階で判断

6段階 3段階5段階
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⚫ 第4期中期目標期間から年度評価を廃止。
⚫ その他、中期目標大綱の提示による国立大学法人等に求める役割・機能等の明確化や、意欲的な評価指標の指

定等を実施。



平成16年

国立大学法人会計基準の
策定

⚫ 独立行政法人会計基準（※）を参考としつつ、国立大学法人の特性（①主た
る業務内容が教育・研究であること、②学生納付金や附属病院収入等の固有か
つ多額の収入を有すること等）に即した取扱いを検討

※独立行政法人の会計は原則として企業会計基準による（通則法第37条）ものの、制度
の前提や財政構造が営利企業とは異なるため、所要の修正を加えている。

平成26年

特定の有価証券の処理の
新設

⚫共同研究の重要性の高まりに対応し、受託研究等に含まれていた共同研究収益・
費用を独立表示。

⚫また、附属明細書において、受託研究・共同研究・受託事業等の受入額等の直接
経費と間接経費の内訳を開示。

令和６年

大学運営基金制度の新設等

平成28年
共同研究に関する開示の充
実

⚫ 産業競争力強化法により、特定研究成果活用支援事業について国立大学法人
等からの出資が可能となったことにより、当該出資により取得した有価証券や連結
財務諸表等の取扱いについて改訂。

令和４年

資産見返負債の廃止
セグメント情報の詳細化
引当特定資産制度の新設

国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議等の提言をふまえ、
⚫ 産業界目線からも理解しやすい財務諸表等とするため、資産見返負債の廃止等

、分かりにくい概念を見直し。
⚫ 「附属病院」「附属学校」「共同利用共同研究拠点」等のセグメントに加え、新たに

「学部・研究科等」も独立したセグメントとして費用・収益・資産の情報を開示。
⚫ 施設設備の更新と国立大学法人等債の償還を目的として、目的積立金とは別

の資金繰越の制度を新設。

⚫ 中期目標期間を超える際の文部科学大臣の承認を不要とする大学運営基金の
制度の新設や、新株予約権の取得時・期末時の評価方法の簡素化に係る考え
方の整理。

国立大学法人会計基準の主な改訂の状況（平成16年度～）
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⚫ 法人化後、国立大学法人法の改正や、企業会計基準及び独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、必要に応
じて見直しを実施。



Ⅱ．国立大学法人・大学共同利用機関法人
の現状分析について
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本資料では、法人化以降の財務状況及び規制緩和等された制度の活用状況について現状分析を行う。
その際、各法人の規模や教育研究の分野は様々であること、また、これらの違いによって制度の活用状況の傾向が異なることから、国立大学法人等

の全体の傾向を分析することに加え、法人化以来、財務分析に用いている以下のグループごとに分析を行った。
なお、法人の規模や分野等により、法人化以降の制度の活用の状況等には自ずと異なる特徴があると考えられるものであり、本分析で表された財務

状況や制度の活用状況の多少のみをもって、当該グループの法人の活動ぶりの評価の意味合いをもつものではないことに十分留意することが必要であ
る。

Ａグループ（大規模）： 学生収容定員１万人以上、学部等数概ね１０学部以上の国立大学法人（学群、学類制などの場合は、学生収容定員のみ）

Ｂグループ（理学生＞W文）： 医科系学部を有さず、学生収容定員に占める理工系学生数が文科系学生数の概ね２倍を上回る国立大学法人

Ｃグループ（文学生＞W理）： 医科系学部を有さず、学生収容定員に占める文科系学生数が理工系学生数の概ね２倍を上回る国立大学法人

Ｄグループ（医のみ）： 医科系学部のみで構成される国立大学法人

Ｅグループ（教のみ）： 教育系学部のみで構成される国立大学法人

Ｆグループ（院のみ）： 大学院のみで構成される国立大学法人

Ｇグループ（医有複学）： 医科系学部その他の学部で構成され、Ａ～Ｆのいずれにも属さない国立大学法人

Ｈグループ（医無複学）： 医科系学部を有さず、Ａ～Ｆのいずれにも属さない国立大学法人

Ⅰグループ（共同利用機関）： 大学共同利用機関法人

（H16～R4間に大学統合・法人統合された大学については、R4時点のグループで整理。）

区分 大 学

Ａグループ 北海道大学、東北大学、筑波大学、千葉大学、東京大学、新潟大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、東海国立大学
機構＜13法人＞

Ｂグループ 室蘭工業大学、東京農工大学、東京工業大学、東京海洋大学、電気通信大学、長岡技術科学大学、名古屋工業大学、
豊橋技術科学大学、京都工芸繊維大学、九州工業大学、鹿屋体育大学＜11法人＞

Ｃグループ
福島大学、筑波技術大学、東京外国語大学、東京藝術大学、一橋大学、滋賀大学

＜6法人＞

Ｄグループ
旭川医科大学、東京医科歯科大学、浜松医科大学、滋賀医科大学

＜４法人＞

Ｅグループ 北海道教育大学、宮城教育大学、東京学芸大学、上越教育大学、愛知教育大学、京都教育大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、鳴門教育大学、福岡
教育大学＜10法人＞

Ｆグループ
政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学、奈良先端科学技術大学院大学

＜４法人＞

Ｇグループ 弘前大学、秋田大学、山形大学、群馬大学、富山大学、金沢大学、福井大学、山梨大学、信州大学、三重大学、鳥取大学、島根大学、山口大学、徳島大
学、香川大学、愛媛大学、高知大学、佐賀大学、長崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学＜24法人＞

Ｈグループ 岩手大学、茨城大学、宇都宮大学、埼玉大学、お茶の水女子大学、横浜国立大学、静岡大学、和歌山大学、北海道国立大学機構（小樽商科大学・帯広
畜産大学・北見工業大学）、奈良国立大学機構（奈良教育大学・奈良女子大学）＜10法人＞

Ⅰグループ
＜4法人＞

人間文化研究機構、自然科学研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構

現状分析の考え方
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（※）法人化当初の年度評価時の財務分析のため、財政規模・収支構造に
着目して分類したもの。毎年度、本グループ分けを活用して法人の財務情
報の分析を行い、文科省HPで公表している。経年比較の観点等から、基
本的には当初のグループ分けを維持し、毎年度、定義に合わせてグループ
分けを見直すことはしていない。



１．財務会計関係
（１）経営規模
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経常収益・費用やその内訳の変化について①（全体の傾向）

⚫ 全体として経常収益・費用は約1.4倍に増加。
＜経常収益＞
⚫ 最も大きな増要因は附属病院収益で、約２倍に増加（6,245億円→12,965億円）。
⚫ 外部資金等は約４倍に増加（1,718億円→7,036億円）しており、企業等からの受託研究・共同研究など全般的に

獲得金額が増加、寄附金は受入件数は約2倍、受入額は約1.5倍に増加。
＜経常費用＞
⚫ 収益増に比例して、診療経費は約２倍に増加（7,235億円→14,462億円）。
⚫ 受託研究費等は約３倍に増加（1,082億円→3,102億円）。また、教育経費や研究経費も増加。
⚫ 一方、人件費、一般管理費等は微減となっている。
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11,654

(47%)

10,572

(30%)

3,560

(15%)

3,578

(10%)
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(1%)
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(2%)
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(20%)

1,016

(4%)

6,245

(26%)

12,965

(38%)

24,454 

34,896 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

H16

R4

【 経常収益 】

運営費交付金収益 学生納付金収益 雑収入等 外部資金等（補助金収益、受託研究収益等、寄附金収益、研究関連収益） 資産見返戻入※ 附属病院収益
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(42%)

10,040

(29%)

1,836

(8%)

1,742

(5%)
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(4%)

1,778

(5%)

2,332

(10%)

3,192

(9%)

1,082

(5%)

3,102

(9%)

7,235

(31%)

14,462

(43%)

23,622 

34,316 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

H16

R4

【 経常費用 】

人件費（附属病院以外） 一般管理費等 教育経費 研究経費 受託研究費等 診療経費（附属病院の人件費含む）

※  資産見返負債戻入が令和４年度より０となっているのは、会計基準の改訂によるもの

【単位：億円】
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(16%)
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H16

R4

運営費交付金収益 学生納付金収益 雑収入等 外部資金等（補助金収益※、受託研究収益等、寄附金収益、研究関連収益） 資産見返戻入※
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経常収益・費用やその内訳の変化について②（グループ間に見られる特徴）

⚫ 全体としては経常収益が伸びている中で、E、F、H,Iグループは縮小ないしほぼ同規模となっている。
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(69%)
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(67%)
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(14%)
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(22%)
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H16
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E
（教のみ）

F
（院のみ）

【単位：億円】

※ 令和４年度の補助金収益には、修学支援新制度（令和２年度開始)による授業料等の減免相当分が含まれる
※  令和４年度の資産見返戻入が０となっているのは、会計基準の改訂によるもの

【経常収益】

H
（医無複学）

I
（共同利用機関）
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経常収益・費用やその内訳の変化について③（グループ間に見られる特徴）

⚫ 全体では経常費用も大きく増加している中、Eグループは縮小、Hグループは小規模の増加となっている。
⚫ 経常費用のうち人件費について、全体の傾向としては同規模を維持しているが、両グループの人件費は減少している。
⚫ 両グループとも経常費用に占める人件費の割合が約７割とコストの大半を占めている。
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運営費交付金と外部資金の獲得状況（グループ間に見られる特徴）

⚫ 獲得している外部資金について、Aグループ（大規模）、Bグループ（理学生＞W文）及びCグループ（文学生＞W
理）においては、受託研究、共同研究、受託事業などの金額が大きく増加している一方（A:3.5倍、B:3倍、C:13
倍）、Eグループ（教のみ）、Fグループ（院のみ）、Iグループ（共同利用機関）は増加度が低い（E:1倍、F:1.1
倍、I：0.97倍）。

B
（理学生＞W文）

C
（文学生＞W理）

A
（大規模）

738

2,578

95

285

13

※E、F、Iグループは次頁
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E
（教のみ）

F
（院のみ）

I
（共同利用機関）

25 28

63 61
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国立大学法人等における目的積立金について

⚫ 国立大学法人等の決算において、現金が残っており翌年度以降の事業の用に供することが可能な額を目的積立金と
して承認。

⚫ １法人あたりの承認額が最も大きいのはAグループ（大規模）、最も小さいのはCグループ（文学生＞W理）となっ
ている。

令和４年度 目的積立金の承認額
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（２）運営費交付金

22



R6

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

H30

H29

H28

H27

H26

H25

H24

H23

H22

H21

H20

H19

H18

H17

H16 12,415

11,695

（単位：億円）

令和５年度補正予算
国立大学法人設備整備費補助金等 ：118億円
国立大学法人先端研究等施設整備費補助金：77億円

※平成25年度、平成26年度予算額には、国家公務員の給与減額措置の影響による増減がある。

※平成29年度・平成30年度予算額には、国立大学法人機能強化促進費を含む。

※令和２年度予算から、高等教育修学支援新制度の授業料等減免分を内閣府に計上。

R6

12,317

12,214

11,813
12,043

11,528

10,784

11,366

11,585

10,792
11,123

10,971
10,945
10,945

10,971

10,971

10,807

10,786
10,790

10,784

国立大学法人運営費交付金予算額の推移

⚫ 第１期中期目標期間（H16～H21）は、「骨太の方針2006」による、各年度の予算額を名目値で対前年度比▲１％（年率）とする方針
等により、運営費交付金予算額は減少。

⚫ 第２期中期目標期間（H22～H27）においても、予算額は減少傾向。
⚫ 第３期中期目標期間（H28～R3）以降、H27と同程度の予算額を維持。
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（参考）国立大学法人運営費交付金等予算額の推移（区分別）【H16～H27】

〔平成16年度運営費交付金予算額  １兆２,４１５億円〕

〔平成17年度運営費交付金予算額  １兆２,３１７億円【対前年度▲９８億円減（▲０.８％減）】〕

〔平成18年度運営費交付金予算額  １兆２,２１４億円【対前年度▲１０３億円減（▲０.８％減）】〕

〔平成19年度運営費交付金予算額  １兆２,０４３億円【対前年度▲１７１億円減（▲１.４％減）】〕

〔平成20年度運営費交付金予算額  １兆１,８１３億円【対前年度▲２３０億円減（▲１.９％減）】〕

〔平成21年度運営費交付金予算額  １兆１,６９５億円【対前年度▲１１８億円減（▲１.０％減）】〕

〔平成22年度運営費交付金予算額  １兆１,５８５億円【対前年度▲１１０億円減（▲０.９％減）】〕

〔平成23年度運営費交付金予算額  １兆１,５２８億円【対前年度▲５８億円減（▲０．５％減）】〕

〔平成24年度運営費交付金予算額  １兆１,３６６億円【対前年度１６２億円減（▲１．４％減）】〕

〔平成25年度運営費交付金予算額  １兆７９２億円【対前年度５７４億円減（▲５．１％減）】〕（※うち給与臨時特例法等の影響額：▲４２５億円（▲３．７％減）

〔平成26年度運営費交付金予算額  １兆１,１２３億円【対前年度３３１億円増（３．１％増）】〕

〔平成27年度運営費交付金予算額  １兆９４５億円【対前年度１７７億円減（１．６％減）】〕

〔平成28年度運営費交付金予算額  １兆９４５億円【対前年度同額】〕

▲１１８億円減

教 育 研 究 経 費 相 当 分
９,５５８億円

（対前年度▲９１億円減）

特別教育研究経費
７４１億円

教 育 研 究 経 費 相 当 分
９，７８５億円

特別教育研究経費
７８１億円

（対前年度▲１９億円減）

教 育 研 究 経 費 相 当 分
９,５１７億円

（対前年度▲４１億円減）

特別教育研究経費
７８６億円

（対前年度４５億円増）

教 育 研 究 経 費 相 当 分
９，６４９億円

（対前年度▲１３６億円減）

特別教育研究経費
８００億円

（対前年度１４億円増）

特別教育研究経費
７９０億円

（対前年度９億円増）

教 育 研 究 経 費 相 当 分
９,４２７億円

（対前年度▲９０億円減）

▲９８億円減

▲１０３億円減

▲１７１億円減

▲２３０億円減

特 殊 要 因 経 費
１,３０５億円

特 殊 要 因 経 費
１,３７８億円

（対前年度▲５３億円減）

特 殊 要 因 経 費
１,３８３億円

（対前年度７８億円増）

特 殊 要 因 経 費
１,４３１億円

（対前年度４８億円増）

特 殊 要 因 経 費
１,２８８億円

（対前年度▲９０億円減）

特別教育研究経費
８６３億円

（対前年度７３億円増）

教 育 研 究 経 費 相 当 分
９,４５９億円

（対前年度３２億円増）

特 殊 要 因 経 費
１,１６６億円

（対前年度▲１２２億円減）

特別運営費交付金
８７３億円

（対前年度１０億円増）

一 般 運 営 費 交 付 金
９，３７１億円

（対前年度▲８８億円減）

特殊要因運営費交付金
１，１５４億円

（対前年度▲１２億円減）

附属病院
診療相当分
５８４億円

特別運営費交付金
１，０００億円

（対前年度９０億円増）

一 般 運 営 費 交 付 金
９，３０４億円

（対前年度▲６７億円減）

特殊要因運営費交付金
９９９億円

（対前年度▲１１３億円減）

▲１１０億円減

特別運営費交付金
９１０億円

（対前年度３６億円増）

一 般 運 営 費 交 付 金
９，３７１億円

（対前年度０億円増）

特殊要因運営費交付金
１，１１２億円

（対前年度▲４２億円減）

▲５８億円減

附属病院
運営費交付金

６３億円
（対前年度

▲71億円減）

▲１６２億円減

特別運営費交付金
１，２５８億円

（対前年度２５８億円増）

特殊要因運営費交付金
９１６億円

（対前年度▲８３億円減）

附属病院
運営費交付金

０億円
（対前年度

▲63億円減）

▲５７４億円減一 般 運 営 費 交 付 金
８，６１８億円

（対前年度▲６８６億円減）

特別運営費交付金
１，０２７億円

（対前年度▲２３１億円減）

特殊要因運営費交付金
９６５億円

（対前年度４９億円増）

３３１億円増

一 般 運 営 費 交 付 金
９，１３１億円

（対前年度５１３億円増）

特別運営費交付金
１，０２８億円

（対前年度１億円増）

特殊要因運営費交付金
８９７億円

（対前年度▲６８億円減）

▲１７７億円減
一 般 運 営 費 交 付 金

９，０２０億円
（対前年度▲１１０億円減）

基 幹 運 営 費 交 付 金
前年度同額

附属病院
運営費交付金
１３４億円
（対前年度

▲52億円減）

附属病院
運営費交付金
１８７億円
（対前年度

▲20億円減）

附属病院
診療相当分
２０７億円
（対前年度

▲101億円減）

附属病院
診療相当分
３０８億円
（対前年度

▲59億円減）

附属病院
診療相当分
３６７億円
（対前年度

▲58億円減）

附属病院
診療相当分
４２５億円
（対前年度

▲７４億円減）

附属病院
診療相当分
４９９億円
（対前年度

▲８５億円減）
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※１．平成19年度運営費交付金予算額における「教育研究経費相当分」及び「特別教育研究経費」においては、一部組替掲記を行っている。
２．平成21年度運営費交付金予算額における「教育研究経費相当分」及び「特別教育研究経費」「特殊要因経費」においては、一部組替掲記を行っている。
３．平成23年度運営費交付金予算額における「一般運営費交付金」、「附属病院運営費交付金」及び「特別運営費交付金」においては、一部組替掲記を行っている。
４．平成24年度～平成27年度の運営費交付金予算額には、上記のほか、復興特別会計計上分がある（平成24年度：57億、平成25年度：11億円、平成26年度：7億円、平成27年度：4億円）
５．平成25、26年度予算額には、国家公務員の給与減額措置の影響による増減がある。
６．平成28年度運営費交付金予算額においては、前年度予算額からの組替掲記を行っているため、対前年度予算額との差額が一致しない。
７．平成29年度・平成30年度予算額には、国立大学法人機能強化促進費を含む。
８．令和2年度予算以降、高等教育修学支援新制度の授業料等減免分（内閣府計上）が別途計上されている。
９．項目毎に四捨五入を行っているため、計が一致していないものがある。

（参考）国立大学法人運営費交付金等予算額の推移（区分別）【H28～R6】

〔令和２年度運営費交付金予算額  １兆８０７億円【対前年度１６４億円減（１．５％減）】〕

〔平成28年度運営費交付金予算額  １兆９４５億円【対前年度同額】〕

〔平成29年度運営費交付金等予算額  １兆９７１億円【対前年度２５億円増（０．２％増）】〕

〔平成30年度運営費交付金等予算額  １兆９７１億円【対前年度同額】〕

〔令和元年度運営費交付金予算額  １兆９７１億円【対前年度同額】〕

〔令和６年度運営費交付金予算額  １兆７８４億円【対前年度0億円減（０．０％減）】〕

〔令和３年度運営費交付金予算額  １兆７９０億円【対前年度１６億円減（０．２％減）】〕

〔令和４年度運営費交付金予算額  １兆７８６億円【対前年度４億円減（０．０％減）】〕

〔令和５年度運営費交付金予算額  １兆７８４億円【対前年度３億円減（０．０％減）】〕

（対前年度１億円増）（対前年度▲１１０億円減）

特殊要因運営費交付金
９２０億円

（対前年度▲３８億円減）

うち 機能強化経費
９１２億円

（対前年度▲１１６億円減）

基 幹 運 営 費 交 付 金
１兆２６億円

（対前年度３８億円増）

特殊要因運営費交付金
９７３億円

（対前年度５３億円増）

うち 機能強化経費
８６１億円

（対前年度▲５１億円減）

基 幹 運 営 費 交 付 金
９，９５３億円

（対前年度▲７４億円減）
国立大学法人機能強化

促進費８９億円
（対年度４４億円増）

25億円増

前年度同額

特殊要因運営費交付金
９４３億円

（対前年度▲２９億円減）

うち 機能強化経費
８４９億円

（対前年度▲１２億円減）

基 幹 運 営 費 交 付 金
９，９３８億円

（対前年度▲１５億円減）

国立大学法人機能強化
促進費４５億円（新規）

前年度同額

特殊要因運営費交付金
９５０億円

（対前年度７億円増）

うち 機能強化経費
７０４億円

（対前年度▲１４６億円減）

基 幹 運 営 費 交 付 金
１０，０２０億円

（対前年度８２億円増）

前年度同額
国立大学法人機能強化
促進費 ０億円【廃止】

（対年度▲８９億円減）

特殊要因運営費交付金
９４０億円

（対前年度▲１２億円減）

うち 機能強化経費
６４７億円

（対前年度▲５７億円減）

基 幹 運 営 費 交 付 金
９，８６７億円

（対前年度▲１５２億円減）

▲164億円減

特殊要因運営費交付金
８８１億円

（対前年度▲５９億円減）

うち 機能強化経費
６３７億円

（対前年度▲１０億円減）

基 幹 運 営 費 交 付 金
９，９１０億円

（対前年度４３億円増）

▲16億円減

特殊要因運営費交付金
８５０億円

（対前年度▲３０億円減）

うち ミッション実現加速化経費
６６２億円

（対前年度２５億円増）

基 幹 運 営 費 交 付 金
９，９３６億円

（対前年度２６億円増）

▲4億円減

特殊要因運営費交付金
８４８億円

（対前年度▲２億円減）

うち ミッション実現加速化経費
７７６億円

（対前年度１１４億円増）

基 幹 運 営 費 交 付 金
９，９３５億円

（対前年度▲１億円減）

▲3億円減

令和５年度補正予算
教育研究の基盤強化等：118億円
最先端研究基盤の整備： 77億円

うち ミッション実現加速化経費
８７８億円

（対前年度１０２億円増）

基 幹 運 営 費 交 付 金
９，９３５億円

（対前年度▲０.４億円減）

▲0億円減

特殊要因運営費交付金
８４８億円

（対前年度+０.３億円増）
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ﾐｯｼｮﾝ実現加速化経費

➢ ミッション実現に向けた
戦略等を支援

➢ 高等教育共通政策課
題対応を支援

（参考）第４期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の概要

特殊要因経費

➢ 教職員の退職
手当等、国が措
置すべき義務的
経費

基幹経費

➢ 人件費や光熱水料など、国立大学（附属学校、附置研究所等を含む
）の教育研究を実施する上で必要となる最も基盤的な経費

国立大学全体として教育研究の成果を最大化し、各大学の意
識改革を促すことを目的とした、「ミッション実現加速化係数」に
より一定の財源を確保した上で、各大学の組織改革や設備整
備等に対する支援を「ミッション実現加速化経費」として配分
【係数設定】
成果を中心とする実績状況に基づく配分のグループごとに以下のとおり設定
グループ①：▲1.2% グループ②：▲0.8% グループ③：▲1.0%
グループ④：▲1.6% グループ⑤：▲1.6%

設置基準教員
給与費相当額等

学長裁量
経費

成果を中心とする
実績状況に基づく配分

各大学の行動変容や経営改善に向けた努力を促すとともに、
国立大学への公費投入・配分の適切さを示すため、教育研究
活動の実績、成果等を客観的に評価しその結果に基づき配分
【配分対象経費】1,000億円
【配分率】75%～125% ※指定国立大学は70%～130%

【評価グループ】規模や組織体制などにより６つにグループ分け
【配分指標】アウトカム重視への指標へ見直すとともに、大学の改革努力を反
映する要素を加味 （令和４年度予算時点）

「設置基準教員給与費相当額等」及び
「学長裁量経費」については、
ミッション実現加速化係数の対象外

自己収入（授業料収入等）
➢ 収容定員や実績に基づき予め見積もり
➢ 受託研究収入等の外部資金増加は交付金算定に反

映させず、大学の増収努力を考慮

運営費交付金対象事業費から自己収入を差し引いた額を交付額とする

国 立 大 学 法 人 運 営 費 交 付 金

特殊要因
運営費交付金ミッション実現

加速化経費分

運営費交付金対象事業費（教育研究の確実な実施に必要な支出額）

基幹経費分

基幹運営費交付金

人件費・物件費の区分のない「渡し切り」

交付額決定
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646

482 444 439 439 441
503

437 469 465 487 487
418 410 376 347 361 363 363 363 363

808

430

457
666

1,209

889 897

621

50

725

1,412

480

194

210
119

125

326

46

646
582 603

630

10841

53

128

63

39

8

11

46

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

744

539

1,481

（単位：億円）

2,000

1,500

1,000

500

1,103
1,148

1,653

1,328 1,336

1,062

595

1,162

2,794

1,119

当初予算額（一般会計）

補正予算額（一般会計）

予備費

当初予算額（復興特会）

補正予算額（復興特会）

526

689

国立大学法人等施設整備費予算額の推移（平成16年度～令和6年度当初予算）

国立大学法人等施設整備５か年計画

科学技術・イノベーション基本計画（旧科学技術基本計画）

第３期第２期 第４期 第５期

第１次 第２次 第３次 第４次

609

1,467

第５次

３次

１次

1,009

◇四捨五入により合計は一致しない場合がある。
◇平成30年度補正予算のうち108億円、令和元年度予算のうち808億円、令和２年度予算のうち430億円は防災・減災、国土強靱化関係予算（臨時・特別の措置）

～

第６期

945
966

363

～



（３）財源の多様化
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国立大学法人における自律的な経営環境の確保・財源の多様化について

2004 予算・人事等に関する大学の裁量拡大

学外者の経営参画が法定

TLOに対する出資の可能化・寄附やライセンス対価として株式を取得できることを明確化

・国立大学が法人化

・国立大学が実施できる「収益を伴う事業」を明確化

・修学支援を目的とした寄附に税額控除

・教育研究活動で生み出された成果物の一般販売収入

・教育研究活動の成果を活用して行った技術支援や法律相談

の対価

・施設・設備へのネーミングライツ収入

・大学の博物館の入館料、展覧会・発表会の入場料

⇒ 全て可能

・不動産の第三者への貸付け対象が拡大

・寄附金等を原資とする余裕金を、より収益性の高い金融商品
への運用を可能化

大学の業務に関係ない用途であっても、将来的に使用予定があ

るなど特定の要件を満たせば、文部科学大臣の認可を得て、貸

付けが可能に。 （これまでは×）

・評価性資産の寄附をした際のみなし譲渡所得税の非
課税要件を緩和

・指定国立大学法人制度創設：指定国についてはコンサル、
研修等を実施する研究成果活用事業者への出資が可能

国立大学に対して現物を寄附する際に、税務署で

受ける非課税承認を受ける期間を短縮。

また、寄附された資産を別の資産に組み替えられるようになり、寄附

     を受け入れる大学にとっても資産の管理が柔軟に。

・大学発ベンチャー支援会社への出資を可能化

※TLO：Technology Licensing Organization（技術移転機関）
大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ技術移転する法人

2005

2013

2016

2017

2018

2020

・学生やポスドクへの研究助成・能力向上を目的とした寄附に
税額控除の対象を拡大
・長期借入金の借入や債券発行の対象事業の拡大や償還期
間の延長

対象事業を附属病院や施設移転等に要する土地の取得等に

限定していたところ、先端的な教育研究の用に供するための土地

の取得等も対象に。これにより、国立大学における教育研究機

能の一層の向上を可能に。2022
・コンサル、研修等を実施する研究成果活用事業者への
出資を全ての国立大学法人等について可能化
・指定国立大学法人について、テック系の大学発ベンチャー
への出資を可能化

・教育研究に係る施設等の管理及び利用促進に係る事業
者への出資を可能化

2021
・共同研究や受託研究についての企画・あっせん及び実用
化を目指した民間事業者との共同研究や受託研究を行う
事業者に対する出資を可能化
・大学等との共同研究に要する費用等について法人税控除

2024

・長期借入金の借入や債券発行経費の対象拡大
・不動産の第三者への貸付手続きの簡素化（複数計画の一括
認可が可能に）
・障害学生支援や留学生宿舎建設を目的とした寄附に税額控除
を拡大
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①寄附の状況

Aグループ（大規模） Bグループ（理学生＞W文） Cグループ（文学生＞W理） Dグループ（医のみ）

Eグループ（教のみ） Fグループ（院のみ） Gグループ（病有複学） Hグループ（病無複学） Iグループ（共同利用機関）

1.6倍

0.8倍

3.4倍 1.4倍

1.4倍
1.5倍 1.3倍

1.2倍

4.8倍

⚫ 寄附については、全体で受け入れ件数は約2倍、受け入れ金額は約1.5倍に増加。
⚫ Cグループ（文学生＞W理）、Iグループ（共同利用機関）は寄付金額が大幅に増加、Cグループ（文学生＞W理）、Eグループ（教

のみ）は寄附件数が大幅に増加。
⚫ 他の全ての類型で、寄附の受け入れ件数が伸びている中Fグループ（院のみ）の受入件数は減少。寄附の受入額は、Bグループのみ減

少。一方、Bグループは受託研究や共同研究契約が著しく伸びており、寄附から契約形態への移行も推測される。

全体

1.5倍

2.1倍

2.5倍

1.8倍

5.1倍
1.5倍

5.0倍 0.8倍

1.5倍 1.8倍

2.6倍

30

30



⚫ 土地の貸付については、令和5年度までに、40件（26法人）が認可されている。
⚫ 主な貸付用途としては、駐車場、共同住宅・マンション、社会福祉施設等。
⚫ 貸付期間は、用途により数年から75年まで様々であり、所有する土地の状況に応じた活用が行われている。貸付額も、

面積や所在地により様々であるが、年額で数十億の収入が生じている物件（東京都23区内）もある。
⚫ グループ毎の認可件数は、Aグループ（大規模）が14件で全体の35%を占め最多。
⚫ 全国の貸付地のうち、東京都内に所在する土地の割合は34.1%を占める。東京都を除く3大都市圏（※）については

29.3％、その他の都道府県については36.6%。（※）埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

⚫ グループ毎の1法人当たりの平均認可件数は、Aグループ（大規模）が1.08件と最多で、次いでDグループ（医のみ）が
1.00件。

②土地の貸付の認可状況

グループ毎の認可件数
（グループ、件数、割合）

グループ毎の１法人当たりの平均認可件数
（グループ毎の全認可件数/グループ毎の全法人数）

1.08 

0.45 

0.00 

1.00 

0.30 

0.00 

0.33 

0.60 

0.00 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

件数

A, 14件, 35%

B, 5件, 12%

D, 4件, 10%

E, 3件, 8%

G, 8件, 20%

H, 6件, 15%
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③ 資金運用制度の概要

② ①のほか、文部科学大臣の認定を受けた場合には、以下の方法・金融商品による資金運用の

実施が可能（なお、指定国立大学法人については、当該認定を要せず運用の実施が可能）

【自家運用】

① 全ての国立大学法人において実施可能な資金運用の内容

【委託運用】

ー国立大学法人法第35条において独立行政法人通則法第47条を準用ー

金融商品全般の委託運用が可能

• 貯金、預金（外貨預金等）

• （外国）投資信託の受益証券
• 外貨建ての有価証券
• 投資証券／新投資口予約権証券／

投資法人債券／外国投資証券

• 国債
• 地方債
• 政府保証債

• 文部科学大臣の指定する有価証券（A以上の格付けを取得している担保付普通社債
等）

• 預金（銀行、信用金庫等）

• 金銭信託

ー国立大学法人法第34条の３に規定ー

• 有価証券

• 無担保社債券
• コマーシャルペーパー
• 資産流動化法に規定する特定社債券

（生命保険相互会社が発行する基金債等）

32
※上述の方法により資金運用が認められている業務上の余裕金は以下の通り：
①寄附金 ②動産・不動産収入 ③研究成果の普及展開業務の対価 ④出資の配当金 ⑤運用利子・配当



（令和６年１月末現在）

⚫ グループ別で見ると、Aグループ（大規模）は全法人がいずれかの基準で認定を受けている。
⚫ B（理学生＞W文）、E（教のみ）、F（院のみ）、Iグループ（共同利用機関）では半数を超える法人が認定未取

得となっている。
⚫ 指定国立大学については、特例により認定を受けることなく全基準による運用が可能となっているため「全基準」に区分さ

れている。

③ 余裕金の運用に係る認定状況

33

1

3

9

A（大規模）

未取得 基準１ 基準２ 基準３ 基準４の１ 基準４の２ 全基準

71

1

2

B（理学生＞W文）

3

1

1

1

C（文学生＞W理）

2

1

1

D（医のみ）

8

2

E（教のみ）

4

F（院のみ）

6

12

5

1

G（病有復学）

5

3

2

H（病院無復学）

4

I（共同利用）

グループ毎の認定状況（認定を受けている法人数）

基準の数値が上がるほどリスクがある運用を行えることに加え、必要なガバナンスを求めている。



⚫ 長期借入については、令和6年4月までに81件が文部科学大臣の認可を受けている。
⚫ グループ毎の認可件数は、Aグループ（大規模）が25件で全体の31%を占め最多。
⚫ グループ毎の1法人当たりの平均認可件数は、Aグループ（大規模）が1.9件と最多で、次いでBグループ（理学生＞W

文）が1.３件。

A, 25件, 31%

B, 14件, 17%
C, 3件, 4%E, 2件, 3%

F, 1件, 1%

G, 23件, 28%

H, 12件, 15%

I, 1件, 1%

1.9 

1.3 

0.5 

0

0.2 0.3 

1.0 

1.2 

0.3 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

件数

グループ毎の認可件数
（グループ、件数、全体に占める割合）

グループ毎の１法人当たりの平均認可件数
（グループ毎の全認可件数/グループ毎の全法人数）

④ 長期借入の認可状況

34



⚫ 主な用途としては、学生の寄宿舎、職員の宿舎等に要する土地の取得等が53件（66％）と最多。
⚫ 借入額（1件当たりの平均）については、施設の移転：約57憶円、寄宿舎等：約7.6億円、産学連携施設：約

6.9憶円、附属動物病院：約2.8憶円となっている。

※ 附属病院の用に供するために行う土地の取得等・先端的な教育研究の要に供するために行う土地の取得等（令和2年に対象に追加）
については、認可実績なし。

0, 0%

15件, 18%

53件, 66%

8件, 10%

2件, 2%
3件, 4%

施設の移転のために行う土地の取得等

学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等

国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等

附属飼育動物診療施設の用に供するために行う土地の取得等

その他

長期借入の目的別の認可件数（件数、全体に占める割合）
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⚫ 6法人により総額1300憶円の大学債が発行されている（全てAグループ（大規模））。うち、5法人が償還期間を最長
の40年に設定。

⚫ 使途は、研究プロジェクトの実施、キャンパス整備、教育研究拠点の整備、産学連携施設の整備等。
⚫ 投資表明者は、保険会社、資産運用会社、自治体の共済組合、自治体、財団法人、一般企業、地元企業、学校法

人等が挙げられる（各法人HPより）。

⑤ 債券発行の状況
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⑥ 国立大学法人等による出資の範囲

近年、国立大学法人等が保有する研究成果や教育研究施設等の資源を社会に還元するとともに、自ら投資を呼び込み、成長し続ける
経営モデルを実現するための規制緩和として、出資の範囲を拡大している。（< >囲いは対象事業者への出資が可能になった年）

＜平成16年・国立大学法人発足＞
(TLO法の公布は平成10年)

＜令和４年・法律改正により拡大＞

＜令和４年・法律改正
により新設＞

＜平成26年・出資認可の告示改正＞ (産業競争力強化法の公布は平成25年)

I . 研究成果の活用

４. 研究成果活用事業者

⚫ 大学の研究成果を活用したコンサルティング、研修・講習等を実施する事業者

国立大学法人等

指定国立大学法人

○○大学株式会社

研究の成果

出資

提供
データサイエンススクール（研修・講習）

社会人

⚫ 大学の技術に関する研究成果の提供を受けて、商品やサービスを開発・提供する
大学発ベンチャー

５. 指定国立大学研究成果活用事業者

○○大学株式会社

研究の成果
提供

出資

災害時に作業する移動ロボットの販売

その他事業者等

移動ロボット
の開発

１. 成果活用促進事業者 【対象：全ての国立大学法人等】

⚫ 民間事業者との共同・委託研究の形で、大学の技術に関する研究の成果を
実用化するために必要な研究を行う事業者

＜令和３年・政令改正＞

（例：大学が創出したシーズを元に企業等と共同研究を行う研究所）

国立大学法人等
出資対象法人

成果実用化事業者

（民間事業者等）

研究の成果
共同研究

出資

提供

提供

実施 実施

委託受託研究

研究の成果

⚫ 大学が民間事業者との共同・委託研究の形で行う、大学の技術に関する研究
の成果を実用化するために必要な研究等を企画・あっせんする事業者

（例：大学の有するシーズと企業のニーズをマッチングするＯＩ機構）

国立大学法人等

研究の成果

受託研究

研究の成果

共同研究

出資
出資対象法人

成果実用化事業者

（民間事業者等）
実施

実施

企画・あっせん

企画・あっせん

委託

２. 特定大学技術移転事業者（承認ＴＬＯ）

国立大学法人等
（産連本部・知財本部）

民間事業者等

大学・研究者
等による出資に

基づき設立
研究成果の提供

技術移転先の探索
特許権等の実施許諾

実施料収入

承認ＴＬＯ
（特定大学技術移転事業者）

収入の
還元

３. 特定研究成果活用支援事業者 【対象：全ての国立大学法人等】

⚫ 大学発ベンチャーに投資・支援等を行う認定ＶＣ・ファンド

Ⅱ. 教育研究施設の管理・利用促進

【対象：全ての国立大学法人等】

【対象：指定国立大学法人】
＜令和４年・法律改
正により新設＞

⚫ 大学が保有する教育研究施設等の資源を社会に還元するため、教育研究施設
等の管理と他の研究機関等による利用を促進する事業を行う事業者

【対象：全ての国立大学法人等】６. 教育研究施設管理等事業者

⚫ 大学における技術に関する研究成果を特許権の実施許諾等により民間事業者
に移転する事業者

国立大学法人等

利用
大学

研究機関

研究者等
研究設備のメンテナンス、技術補佐員による利用サポート

○○大学株式会社
委託

出資

保有

共同利用
設備

出資

投資・支援等

誘発された民間投融資（呼び水）

認定大学ＶＣ

（特定研究成果活用支援事業を実施する法人）

出資

国立大学法人等
発ベンチャー

国立大学法人等

民間企業（金融機関・ＶＣ等）

ＧＰ出資・運営

認定ファンド
（投資事業有限責任組合）

【対象：全ての国立大学法人等】

提供
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⚫ 様々な事業者への出資が可能となった結果、出資認可件数は累計44件。
⚫ 特定研究成果活用支援事業者（VC・ファンド）への出資認可が18件と最多。
⚫ 全認可件数のうち約8割（36件）をAグループ（大規模）が占めている。

⑥ 出資認可の状況

3

8

14

8

1

2

2

2

1

2

1

4

9

18

10

1

2

成果活用促進事業者

TLO

特定研究成果活用支援事業者

（VC・ファンド）

研究成果活用事業者

（コンサル・研修）

指定国立大学研究成果活用事業者

教育研究施設管理等事業者

認可区分ごとの認可件数
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国立大学法人等における新株予約権の取得・保有の現状

○ 国立大学法人等については、資力は弱いが有望な大学発ベンチャーに対する育成支援を行うことが
できるよう、科学技術・イノベーションの活性化に関する法律に基づき、特に必要と認める場合には当該
支援を無償等とし得ること、また、その際において株式や新株予約権を取得・保有することができる。こ
れにより、大学発ベンチャーは、当面の事業活動に必要な現金を確保しつつ、大学からの必要なサービ
スを受けることで事業の発展に取り組みやすくなり、研究成果の社会実装の進展が期待されている。

○ 国立大学法人における新株予約権の取得・保有状況については、取得・保有している法人数が増
加傾向にあるとともに、各法人における保有件数も増加傾向にある。

H30 R元 R2 R3 R4

東京大学 15 18 29 37 44

大阪大学 5 6 7 11 12

東海国立大学機構 6 10 11 13 12

京都大学 3 3 3 5 5

九州大学 3 3 7 7 4

筑波大学 2 2 2 2 3

東北大学 0 1 1 1 2

東京医科歯科大学 0 0 0 1 2

東京工業大学 0 1 1 1 2

出典：各年度の財務諸表の有価証券の明細より文部科学省が作成。

（参考）新株予約権の保有件数
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（４）授業料等
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国立大学の授業料の仕組み

文部科学省令（国立大学等の授業料その他の費用に関する省令（平成16年３月31日文部科学省令第16号）において「標準
額」を規定（省令第２条）。留学生及び海外分校における授業料等については、標準額に関わらず、外国人留学生の受入環
境の整備や現地の他の大学の授業料などの事情を考慮して設定可能（R６年度から）。

国立大学の授業料等「標準額」

「標準額」から上回る授業料等を設定している大学

省令第10条に基づき、各大学は「標準額」の120％を上限に、その範囲内で学則等においてそれぞれ授業料を設定。
なお、下限は設定していない。

【令和５年度標準額】
・授業料：学部・大学院 年額 535,800 円

：法科大学院 年額 804,000 円

【令和５年度以降の各大学の授業料等の設定状況】
（１）授業料：
・特定の研究科等において標準額を上回る額を設定する大学３大学

○東北大学大学院経済学研究科会計専門職専攻（専門職学位課程） 589,300 円
○東京農工大学大学院工学府産業技術専攻（専門職学位課程） 572,400 円
○一橋大学大学院経営管理研究科 642,960 円

・標準額を上回る額を設定する大学７大学 ※対象の入学者は学士課程（政策研究大学院大学を除く）
○東京工業大学（令和元年4 月以降入学者～） 635,400 円 （平成30 年9 月公表）
○東京芸術大学（令和元年4 月以降入学者～） 642,960 円（平成30 年10 月公表）
○千葉大学（令和2 年4 月以降入学者～） 642,960 円 （令和元年6 月公表）
○一橋大学（令和2 年4 月以降入学者～） 642,960 円 （令和元年9 月公表）
○東京医科歯科大学（令和2 年4 月以降入学者～） 642,960 円 （令和元年11 月公表）
○政策研究大学院大学（令和4 年4 月以降入学者（大学院の過程）～） 642,960 円 （令和3 年6 月公表）
○東京農工大学（令和6 年4 月以降入学者～） 642,960 円 （令和5 年10 月公表）

（２）入学料：標準額を上回る額を設定する大学１大学
○東京芸術大学学士課程・大学院の課程 338,400 円

・入学料：学部・大学院 282,000 円
・検定料：学部 17,000 円

：大学院 30,000 円

運営費交付金と「標準額」の関係

国立大学法人運営費交付金の算定には「標準額」を使用することとし、授業料等の改定（値上げ）は運営費交付金に影
響しない仕組み。

⚫ 学生の経済状況に左右されない進学機会を提供しつつ、各大学が独自の工夫により学生の教育の充実を図ることができるようにする
観点から、法人化時、授業料の標準額を定めた上で、その110％を上限に各大学が授業料を定めることを可能とした。

⚫ 令和6年7月現在、「標準額」を上回る授業料を設定している大学は7大学。
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国私立大学の授業料等の推移①

年度
国立大学 私立大学

授業料 入学料 授業料 入学料

円 円 円 円

昭和 50 36,000 50,000 182,677 95,584 

51 96,000 ↓ 221,844 121,888 

52 ↓ 60,000 248,066 135,205 

53 144,000 ↓ 286,568 157,019 

54 ↓ 80,000 325,198 175,999 

55 180,000 ↓ 355,156 190,113 

56 ↓ 100,000 380,253 201,611 

57 216,000 ↓ 406,261 212,650 

58 ↓ 120,000 433,200 219,428 

59 252,000 ↓ 451,722 225,820 

60 ↓ ↓ 475,325 235,769 

61 ↓ 150,000 497,826 241,275 

62 300,000 ↓ 517,395 245,263 

63 ↓ 180,000 539,591 251,124 

平成 元 339,600 185,400 570,584 256,600 

2 ↓ 206,000 615,486 266,603 

3 375,600 ↓ 641,608 271,151 

4 ↓ 230,000 668,460 271,948 

5 411,600 ↓ 688,046 275,824 

6 ↓ 260,000 708,847 280,892 

7 447,600 ↓ 728,365 282,574 

8 ↓ 270,000 744,733 287,581 

9 469,200 ↓ 757,158 288,471 

10 ↓ 275,000 770,024 290,799 

11 478,800 ↓ 783,298 290,815 

12 ↓ 277,000 789,659 290,691 

13 496,800 ↓ 799,973 286,528 

14 ↓ 282,000 804,367 284,828 

15 520,800 ↓ 807,413 283,306 

⚫ 国立大学の授業料標準額の改訂は平成17年度が直近。
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16 520,800 282,000 817,952 279,794 

17 535,800 ↓ 830,583 280,033 

18 ↓ ↓ 836,297 277,262 

19 ↓ ↓ 834,751 273,564 

20 ↓ ↓ 848,178 273,602 

21 ↓ ↓ 851,621 272,169 

22 ↓ ↓ 858,265 268,924 

23 ↓ ↓ 857,763 269,481 

24 ↓ ↓ 859,367 267,608 

25 ↓ ↓ 860,266 264,417 

26 ↓ ↓ 864,384 261,089 

27 ↓ ↓ 868,447 256,069 

28 ↓ ↓ 877,735 253,461 

29 ↓ ↓ 900,093 252,030 

30 ↓ ↓ 904,146 249,985 

令和 元 ↓ ↓ 911,716 248,813 

2 ↓ ↓ 927,705 247,052 

3 ↓ ↓ 930,943 245,951 

4 ↓ ↓ – –

5 ↓ ↓ 959,205 240,806 

年度
国立大学 私立大学

授業料 入学料 授業料 入学料

円 円 円 円

国私立大学の授業料等の推移②

（注）①年度は入学年度である。
②国立大学の平成16年度以降の額は国が示す標準額である。
③私立大学の額は平均である。
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２．人事給与マネジメント改革
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二
〇
〇
一
年

二
〇
〇
四
年

二
〇
一
四
年

第1期 2004~ 第2期 2010~

活力に富み国際競争力のある
国公私立大学づくりの一環として

２．国立大学に民間的発想の経営手法を
導入する。
○ 大学役員や経営組織に外部の専門

家を登用
○ 経営責任の明確化により機動的・戦

略的に大学を運営
○ 能力主義・業績主義に立った新しい

人事システムを導入
○ 国立大学の機能の一部を分離・独立

（独立採算性）を導入

第3期 2016~

自主的・自律的な改善・発展を促す仕組みの構築
１．社会の変化に対応できる教育研究組織づくり
２．国際水準の教育研究の展開、積極的な留学生支援
３．大学発ベンチャー支援、理工系人材の戦略的育成
４．人事・給与システムの弾力化
５．ガバナンス機能の強化

二
○
一
三
年

二
〇
一
五
年

達成
2015年度末までに年俸制

適用者 １万人目標
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国立大学法人等人事給与マネジメント改革の流れ
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与
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ト
改
革
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
追
補
版
）

２．自己変革・新陳代謝の推進
（１）機能強化のための組織再編、大学間・

専門分野間での連携・連合等の促進
（２）学長裁量経費によるマネジメント改革
（３）意欲と能力のある教員がより高いパ

フォーマンスを発揮する環境の整備
（４）経営を担う人材、経営を支える人材の

育成確保

第4期 2022~

更なる
改革の
促進



業績評価、処遇への反映
（国立大学法人制度に関する参考資料

P94- P96参照）

②年俸制の見直し ③クロスアポイントメント制度の活用

人事給与マネジメント改革ガイドライン

◆ 中長期的に目指すべき理想の
年代構成や職位構成に関する
目標の設定

◆ 持続可能な「中長期的な人事
計画」の策定及び運用

◆ 教員の意欲や能力を引き出すこと
を目的とした業績評価と、その評価
結果を適切に処遇へ反映した制
度設計

◆ 硬直的な給与度からの抜本的転
換を図り、厳格な業績評価に基づ
く柔軟な給与制の実現

◆ 優秀な人材が組織の壁を越えて活躍することが可能
となり、技術の橋渡し機能が強化

国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン（概要）

◆ 組織全体で若手研究者のポス
トの確保と、若手の育成・活躍
促進を後押しし、持続可能な研
究体制を構築

◆ 人材の多様性の確保

全学的な人事マネジメントシステムの構築
（国立大学法人制度に関する参考資料P86- P87参照）

雇用財源に外部資金を活用
（国立大学法人制度に関する参考資料P87- P93参照）

◆ 競争的研究費、共同研究費、寄附金といった多様な外部資金を人件費に
充当し、捻出された学内財源を若手ポスト増設や研究支援体制の整備など
に充てる取組

①テニュアトラック
制の活用

◆ 将来への安定的なキャリアパ
スの可能性を明示することで
高い研究成果を期待

教育研究力の向上に資する魅力ある人事給与マネジメントの構築へ

若手教員が安定的に研究に専念できる雇用と教育研究環境の確保 年齢・職位のバランスを考慮した雇用計画とキャリアパスの構築等

外国人の雇用促進と国際化の推進 優秀な外国人人材の獲得、海外で学位を取得した日本人の雇用、サバティカルの制度化等

女性教員の雇用促進 女性教員数の目標設定、ライフイベントに応じた制度設計や学内託児所等の支援体制の充実等

流動性の向上 優秀で多様かつ最適な人材の育成・確保につながる頭脳の好循環を実現する流動性の在り方の検証等

教員のインセンティブの向上 外部資金の獲得を処遇に反映するとともに若手ポスト確保や全学の研究支援体制強化

○各国立大学が取り組む人事給与マネジメント改革をさらに進める上での基本的な考え方や検討すべきポイント、参考事例を
掲載したガイドラインを平成31年2月 25 日にガイドラインを策定した。

○さらに、令和3年12月21日には、教員の意欲を向上させるとともに多様で優秀な人材を確保することにもつながる様々な取組
の具体的な取組事例を掲載したガイドライン（追補版）を策定した。
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①テニュアトラック制の活用

導入状況

76

2 12

導入済み

導入予定
導入検討中

現時点では
導入未検討

テニュアトラック制とは、優秀な教員・研究者が、一定の期間任期付きという競争的環境を経て、公正で透明性の高い審査を合格することで、任期のない安定的な職（テ
ニュア）を得ることができるようにする制度である。特に若手の教員や研究者にとっては、任期付きの雇用形態でありつつ将来への安定的なキャリアパスが可能性として明示され
るほか、あわせて多くの場合に充実した研究環境が提供されることで、意欲をもって経験を積み研究に集中することができ、結果として高い研究成果が期待できるものである。
（国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン（平成31年２月25日）より）

テ
ニ
ュ
ア
ト
ラ
ッ
ク
制
と
は

テニュアトラック教員 テニュア教員博士課程修了後の研究者

国際公募 テニュア審査
テニュアトラック
教員への応募・
選考

テニュアトラック
教員として採用

テニュア教員
として採用

《
活
用
イ
メ
ー
ジ
》

テ
ニ
ュ
ア
ト
ラ
ッ
ク
制
実
施
状
況
調
査

教授 准教授 講師 助教 合計

5 102 84 341 532

教授 准教授 講師 助教 合計

13 92 40 188 333

2

57

17

原則5年

原則4年

その他

テニュアトラック期間

令和４年度 新規採用テニュアトラック教員数

令和４年度 テニュア付与教員数

69

6 1

同数

異なる場合がある

テニュアトラック教員数とテニュアポスト数の関係

導入率は84％（76/90）

期間は原則5年が多い（57/76）

助教への活用が多い（採用 341/532、付与 188/333）

テニュアトラック教員数とテニュアポスト数は
同数が多い（69/75）

機関数

機関数

機関数

人数

人数

テニュアトラック教員への研究活動支援策

研究活動支援策の実施、導入効果の発現

研究支援経費の措置
メンター教員や研究支援員の配置
研究スペースの確保
実験設備等の優先使用
教育・管理運営業務の負担軽減
その他
共同研究実施支援、事務代行事務職員の配置、
研究環境充実支度金の支給、教育能力開発プロ
グラムの受講義務化、科研費の申請前査読など

64
59
58
12
29
24

テニュアトラック制の導入効果

研究の活性化
大学組織の強化
優秀な人材の確保
教員の流動性の向上
教員の競争性の確保
教員のモチベーションの向上
その他

54
30
64
13
14
28
11

公正で透明な評価に基づくキャリアパス整備、テニュ
ア審査による将来性に期待した挑戦的な人事など

出典：文部科学省国立大学法人支援課調べ（86国立大学・4大学共同利用機関法人を対象、令和5年4月1日現在）

機関数

機関数

新規採用実績がないため未定
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「国立大学改革プラン（平成

25年11月 文部科学省）」に

おいて、人事・給与システム

の弾力化を目指し「１万人規模

で年俸制・混合給与を導入」

を提言

平成26年度予算から、適切

な業績評価に基づいた給与体

系の構築を目指すとともに、

退職手当の配分方法を見直し、

運営費交付金において「年俸

制導入促進費」を措置。退職

手当の分割・前倒しを実現

「統合 イノ ベー ション 戦略

（平成30年6月18日 閣議決

定）」において、「厳格な業績

評価に基づく給与水準の決定の

仕組みによる年俸制の（段階

的）完全導入」を明記

現行の年俸制の仕組み（年俸

制導入促進費の措置を含む）

を見直すことで、業績評価と

その処遇への適正な反映を徹

底

人事給与マネジメント改革の

推進（ガイドラインの作成、

運営費交付金への反映等）

年俸制適用者数が
約6.7万人中

目標の1万人を達成

より実効性ある制度を目指して
年俸制を見直し・完全導入

従前の月給制に加え
「年俸制」を推進

（国立大学改革プラン）

※外部資金等で雇用された教員、外国人教員を含む
（文部科学省調べ）

年俸制適用者は平成30年5月1日
現在で16,270人

目標を達成し一定の役割を果た
した一方、分割・前払いにより
全教員を年俸制に移行するため
には、追加的財政支出が発生

教員ポストの高齢化、若手教員の減少

→ 総じて若手教員のキャリアパスにつながる流動性の向上が課題

一律な給与体系のため、業績の反映度が低い
背景

＜年俸制適用教員数（90法人）＞
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②年俸制の見直し ～年俸制の導入について～



月給制(従来型)

複数年ごとに実施する業績
評価の結果を基本給に反映

基本給

諸手当

業績給

基本給
（俸給月額×12か月）

諸手当

賞与
（期末・勤勉手当）

• 基本給の昇給は年功序列型

• 評価結果による賞与の変動は限定的

• 若手教員比率の低下が課題

毎年度実施する業績評価の
結果を業績給に反映

基本給

諸手当

業績給

年俸制モデル(例)

• 複数年の評価に基づき基本給も変動

• 厳格な評価を業績給にメリハリを付けて反映

• 若手教員の雇用確保・比率の向上に寄与

1000万円
800万円

1200万円
円

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000

35 40 45 50 55 60 65
年齢月給制（従来型）における俸給月額×12ヶ…

＜教授職 基本給モデル＞

※昇給抑制を想定

（例）基本給は５年ごとに、その間
の業績評価に基づき、昇給を判断

①年額の給与（年俸）が設定された上で、それが一年の中で分割されて支払われていること

②基本給や職務給に加え、「＋」「－」の成績率のある業績給が設定されていること

③退職手当を伴うものであっても、在職期間の長期化により必ずしも処遇が有利になることとはならないもの（退職手当の分割・前払いを伴わ

ないものも含む）

新年俸制の定義

① 合理的かつ安定的な運用のため、退職手当額を分割・前払いはせず、退職時支払い。

② 業績評価の結果が、給与等に反映される合理的かつ実効性ある給与体系を構築。

③ 新規採用教員は原則導入、シニア教員についても導入を促進し、段階的にすべての承継教員への適用を目指す。（既存の教員について

は、同意を得ることを前提）

④ 月給制から年俸制への入れ替わりには、一定期間かかることを想定。

⑤ 厳格な業績評価や多様な任期制などとの併用により効果的な運用を実現。

運用のイメージ

※国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン（平成31年2月25日）
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②年俸制の見直し ～新たな年俸制の仕組み～



導入済み

未導入

6,979 10,731 13,473 15,047 16,270 16,276 15,459 14,637 13,619 13,307 

277 3,648 7,130 11,941 14,779 

59,675 56,463 53,811 52,000 50,376 49,746 47,114 45,073 40,854 38,294 

10.5%

16.0%
20.0%

22.4%24.4%25.0%
28.9%

32.6%
38.5% 42.3%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H26.5 H27.5 H28.5 H29.5 H30.5 R1.5 R2.5 R3.5 R4.5 R5.5

月給制

年俸制（新年俸制）

年俸制（その他）

年俸制割合

（令和２年度以前）
対象職位：教授、准教授、講師、助教

（令和３年度以降）
対象職位：学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手
クロスアポイントメント制度適用教員の扱い：

派遣型は人数計上、受入型は人数不計上

従来の年俸制に加え、令和元年度以降は、新年俸制の導入が順次拡大している。

（参考）国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン（平成31年２月25日）（抄）
今般の年俸制の見直しに当たり、「年俸制」とは下記３要件を満たす給与制度と定義している。

① 年額の給与（年俸）が設定された上で、それが１年の中で分割されて支払われていること
② 基本給や職務給に加え、「＋」「－」の成績率のある業績給が設定されていること
③ 退職手当を伴うものであっても、在職期間の長期化により必ずしも処遇が有利になることとはならないもの（退職手当の分割・前払いを伴わないものも含む）

②年俸制の見直し ～国立大学法人等における年俸制の導入状況～
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◆年俸制適用教員の割合 ◆新年俸制の導入状況

出典：文部科学省国立大学法人支援課調べ（対象：86国立大学、4大学共同利用機関法人）

◆令和５年度本務教員数内訳 年俸制/月給制別 ◆令和５年度年俸制適用教員数内訳 新年俸制/その他別

992 
4,045 

6,016 
5,563 

4,148 
2,612 

1,902 
2,255 

471 
82 

211 
1,412 

2,903 
5,106 

6,954 
7,529 

7,192 
6,604 

328 
55 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～29

35～39

45～49

55～59

65～69

年俸制 月給制

508 
2,211 
3,243 
2,930 
2,253 
1,461 
1,104 

1,054 
15 
0 

484 
1,834 
2,773 
2,633 
1,895 
1,151 

798 
1,201 

456 
82 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～29

35～39

45～49

55～59

65～69

新年俸制 その他

82機関

8機関

＜未導入8機関の内訳＞

令和6年度に導入予定

未定

1機関

7機関



クロスアポイントメント制度とは、機関間の協定により、大学教員等がそれぞれの機関で「常勤職員」としての身分を有し、それぞれの機関の責任の下、必要な従事
比率（エフォート）で業務を行うもの。給与、社会保険料等については、両機関のいずれかが一括して研究者に支払う等、基本的な枠組みを整備することにより、研
究者本人も不利益を受けることなく、それぞれの機関で業務に従事することが可能となる。

期待される効果

◇大学、公的研究機関、企業等の組織の壁を超えた人材・技術力の流動性の向上
◇相手機関から優秀な人材を受け入れることにより、大学の教育研究活動のアクティビティーを高め、教育研究基盤の強化・発展に寄与
◇対象教員にとっては、現職を離れることなく、双方の身分を持ちつつ柔軟に教育研究活動に従事することが可能

導入イメージ

クロスアポイントメント制度適用教員数等の推移 H27～R5

国立大学法人等

21

57
67 74

83
83 87 88 89

19 42 50 58 69 76 76 78 82
92 

2…

3…
490 

656 
787 

1,101 1,183 
1,279 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400

0

20

40

60

80

100

H27.4 H28.5 H29.5 H30.5 R1.10 R2.10 R3.10 R4.10 R5.10

規程整備済機関数

適用機関数

適用教員数
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③クロスアポイントメント制度の活用

クロスアポイントメント制度適用教員数（相手機関別） R5.10

クロスアポイントメント制度適用教員数（専門分野別） R5.10

出典：文部科学省国立大学法人支援課調べ（対象：86国立大学、4大学共同利用機関法人）

相手機関
協定

給与はいずれか一機関より一括支給

教員（研究者）

雇用契約 雇用契約

従事比率50％ 従事比率50％

※ 従事比率は一例

「在籍型出向」の形態により一機関から一括で給与を支給することにより、
教員（研究者）が医療保険や年金で不利益を被らないよう対応可能

派遣型 受入型

派遣型 受入型

270

214

128

94

59
37

208

125

44

21
18

61
国立大学法人等

営利法人

外国の大学・研究機関等

国立研究開発法人等

公・私立大学、国立高専

その他

338 

151 

133 

58 
36 
22 

7 
1 

56 

166 

126 

101 

30 
17 8 

5 
24 

工学

理学

保健

社会科学

農学

人文科学

その他

教育

教育

477人

芸術

802人

477人 802人



任期の有無別、年齢層別の教員数の推移（全体の傾向① ）

【任期の有無別】
○本務教員数は平成19年度と比較して令和5年度は微増。
○任期付き職員の比率は平成24年以降は35％~38％で安定。

【年齢層別】
○若手（40歳未満）教員数とその割合が減少傾向。
一方で、シニア（40歳以上）教員数とその割合は増加傾向。

467 442 416 417 418 417 414 412 409 407 403 402 401 398

151 185 223 227 234 240 244 244 242 242 244 245 242 244
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本務教員数の推移（任期の有無別）
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50～59歳 60歳以上 40歳未満（比率）

本務教員数の推移（年齢層別）

（百人）
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職位別の教員数の推移（全体の傾向②）

【本務教員数の推移（職位別） 】
○法人化前は教授・准教授の職が増加傾向であったが、法人化以降はほぼ横ばい。
○助教・助手は法人化以降は増加傾向。

本務教員数の推移（職位別）
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教員の人事構成について（グループ間に見られる特徴①）
○本務教員数に占める任期付きの割合をH24年度とR5年度で比較すると全体で3.1ポイント増（34.9 ％ →38 ％ ） 。
○同割合が下がったグループでは、Ｄグループが▲1.7ポイント、Ｆグループが▲11.1ポイント。
○同割合が上がったグループで比較的増加幅が大きいグループでは、Ｂグループが4.9ポイント増、Ｃグループが11.8ポイント増、
Ｅグループが9.1ポイント増。
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教員の人事構成について（グループ間に見られる特徴②）

○本務教員数に占める40歳未満の教員割合をH24年度とR5年度で比較すると全体で▲3.7ポイント（27.4 ％ →23.7 ％ ）。
○減少幅が比較的大きいグループでは、Ｄグループで▲5.1ポイント、Ｆグループで▲7.7ポイント、Ｇグループで▲5.6ポイント。
○減少幅が比較的小さいグループでは、Ａグループで▲3.0ポイント、Ｃグループでは▲0.3ポイント、Ｅグループでは▲1.0ポイント。

40歳未満の割合の減少幅が比較的大きいグループ

C（文学生＞W理） E（教のみ）A（大規模）

F（院のみ）

40歳未満の割合の減少幅が比較的小さいグループ
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教員の人事構成について（グループ間に見られる特徴③）

○本務教員数に講師・助教・助手の占める割合をH24年度とR5年度で比較すると全体で3.4ポイント増（36.9 ％ →40.3 ％ ）。
○同割合が上がったグループで比較的増加幅が大きいグループでは、Ｃグループが10.7ポイント増、Ｅグループが4.3ポイント増、
Ｇグループが3.7ポイント増。

○同割合が下がったグループでは、Ｂグループが▲2.7ポイント、Ｆグループが▲3.9ポイント。

講師・助教・助手の割合が増えているグループ

C（文学生＞W理）

講師・助教・助手の割合が減っているグループ
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３．学内組織の見直し等
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学内組織の見直し

⚫ 法人化後、社会情勢を踏まえた教育研究の活性化を図るため、運営費交付金による組織整備のための支援や、「大学・
高専機能強化支援事業」による高度情報専門人材の確保に向けた体制強化への支援等を通じて、学内の教育研究組
織の見直しを促進。

⚫ 平成16～令和6年度に廃止・転換された学科数は999件であり、平成16年度時点からその大半が見直されている。
（研究科については次回までに整理。）
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改廃された学科数 見直しのシェア

平成16年度における国立大学の全学科数：1,159
平成17～令和6年度に改廃された学科数計（延べ）：999

※同じ学科が複数回改組された場
合、改組毎に1件とカウント
※学部の改廃については、当該学
部を構成する学科数をカウント

（平成17～令和6年度に改廃された学科数/
平成16年度における全学科数）

見直し率
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E（教のみ） G（病有複学） H（病無複学）

グループ毎の見直し率
（平成17～令和6年度に改廃された学科数/平成16年度における全学科数）

※Fグループ（院のみ）・Iグループ（共同利用機関）は学科が無いため対象外
※同じ学科が複数回改組された場合、改組毎に１件とカウント

⚫ グループ別に見ると、Bグループ（理学生＞W文）、Eグループ（教のみ）、Gグループ（病有複学）、Hグループ（病無
複学）においては、大半の学科が見直されている。一方、Aグループ（大規模）及びCグループ（文学生＞W理）にお
ける見直しは、その半数程度となっている。
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＜近年の主な学部・研究科等の改組の傾向＞

⚫ 分野横断型学部等の設置
【例】九州大学 共創学部(H30)、金沢大学 融合学域（R3）

⚫ データサイエンスに係る人材養成
【例】滋賀大学 データサイエンス学部(H29) 、一橋大学 ソーシャル・データサイエンス学部（R5）

⚫ 地域の課題解決や産業の活性化を支える学部等の設置
【例】 高知大学 地域協働学部(H27)、大分大学 福祉健康科学部（H28）、富山大学 都市デザイン学部（H30)、島根大学 材料エネルギー学部（R5）

⚫ 国際連携専攻（JD）の設置
【例】名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻（H27）、東京医科歯科大学・チュラロンコーン大学国際連携歯学系専攻（H28）、

              広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻(R2)

⚫ 複数大学による共同課程の設置
【例】岩手大学・東京農工大学 共同獣医学科(H24)、宇都宮大学・群馬大学 共同教育学部（R2）

⚫ 学部・研究科等連携課程の設置
【例】長崎大学 プラネタリーヘルス学環（R4）、静岡大学 山岳流域研究院（R5）、茨城大学 地域未来共創学環（R6）

⚫ 複数学科・研究科（専攻）の大くくり化
【例】岡山大学 環境生命自然科学研究科（２研究科→１研究科）（R5）、鹿児島大学 農学部(3学科→1学科）(R6)

⚫ その他
【大学間で人材養成について役割分担した例】島根大学、鳥取大学（両大学間の協定に基づき、島根大学が教育学部を強化し島根・鳥取両県の教員

養成を担うとともに、鳥取大学が教員養成学部を一般学部（地域学部）に転換）（H16）

(参考）大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）の活用による定員増
【R6年度】学部：365人、修士課程：418人、博士課程：26人
【R7年度（予定）】学部：入学定員350人・編入学定員28人、修士課程：416人、博士課程7人

⚫ 近年の主な学部・研究科等の改組の傾向として、①分野横断型、理工系の人材養成や地域の課題解決など、
社会ニーズを踏まえた学部等の設置や、②JD、共同教育課程、学部・研究科等連携課程など、組織間連携
による学部等の設置、③複数学科・研究科の大くくり化等が挙げられる。

⚫ また、令和６年度から、「大学・高専機能強化支援事業」の支援を通じて、高度情報専門人材の養成のた
めの定員増や改組が行われている。
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